
議案第４号 

京都府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部

を改正する条例の制定について

京都府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す

る条例を別紙のとおり定める。

平成２０年３月１日提出

京都府後期高齢者医療広域連合長 四方 八洲男

提案理由

保険料率を改定する必要があるので提案する。



京都府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の

一部を改正する条例

京都府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例（平成

１９年条例第３２号）の一部を次のように改正する。

第８条中「１００分の８．３２」を「１００分の８．２９」に改め

る。  

第９条中「４５，２５０円」を「４５，１１０円」に改める。

「 「

附則別表中 を

」

に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、広域連合規則で定める日から施行する。

（適用区分）

２ この条例による改正後の京都府後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療に関する条例の規定は、平成２０年４月１日から適用する。

（委任）

１００分の７．２７

３９，５３０円

１００分の７．１８

３９，０２０円

１００分の７．２９

３９，６５０円

１００分の７．２６

３９，４８０円

１００分の７．２６

３９，４４０円

１００分の６．８６

３７，３１０円

１００分の６．８９

３７，４４０円

１００分の７．２５

３９，４１０円  

１００分の７．１５

３８，８９０円

１００分の７．２７

３９，５２０円

１００分の７．２４

３９，３６０円

１００分の７．２３

３９，３２０円

１００分の６．８４

３７，１９０円

１００分の６．８６

３７，３２０円  
」 」



３ この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、広域連合長が定める。


